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東大阪市文化創造館利用細則 

 

（趣旨） 

第１条 この利用細則は、東大阪市文化創造館条例（平成２８年東大阪市条例第４５号。以下「条例」と

いう。）及び東大阪市文化創造館条例施行規則（平成３０年東大阪市規則第１３号。以下「規則」と

いう。）に基づき、東大阪市文化創造館（以下「文化創造館」という。）の指定管理者に指定されたＰ

ＦＩ東大阪文化創造館株式会社（以下「指定管理者」という。）が文化創造館の管理及び運営につい

て必要な事項を定めるものとする。 

 

（使用時間） 

第２条 施設の使用時間には、すべての使用準備および原状回復、鍵の返却に要する時間を含むものと

する。 

 

（受付時間） 

第３条 施設の利用等にかかる受付時間は午前９時から午後８時までとする。 

 

（抽選） 

第４条 使用にかかる抽選は、文化創造館のスタッフが代行して行う。 

２ 抽選申込みする者は、指定された期間に郵送、FAX、メールまたは窓口にて申込用紙を指定管理者

に提出しなければならない。 

３ 抽選申込みは、１団体１催事につき１申請とし、ホールの申込みは第３希望まで、諸室の申込みは１施

設のみ、連続して 7 日間（休館日をまたぐ場合は休館日を除く）、または同曜日同時間、月に最大５

日まで申込むことができる。 

  ただし、前段の諸室の申込みをした者のうち、同施設の別曜日の使用を希望する者または同日同

時間の別施設の使用を希望する者は、前段の申込みに加えさらに１申請追加希望として申込みをす

ることができる。 

４ 抽選結果は文化創造館のスタッフが申込みをした者に電話にて連絡する。なお、連絡がつかない場

合は、申込みは無効とする。 

５ 当選者は文化創造館が指定する手続きおよび支払いをしなければならない。 

 

（先着順による使用許可の申請） 

第５条  先着順による使用許可の申請は、抽選日の翌日より、電話または窓口にて開始する。 

 

（使用許可の申請等） 

第６条 使用許可を受けようとする者は、使用許可の申請にあたって身分証を提示しなければならない。 

 

（仮予約） 

第７条 仮予約は、窓口・電話およびインターネットにより申請できるものとする。 

２ 仮予約をした者は、仮予約後７日以内に使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。 
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（団体使用者） 

第 8条 使用者が団体の場合は、原則団体の所在地をもって市外加算の適用を判断する。 

 

（営利・非営利） 

第 9条 施設利用料金表における営利および非営利について、別表１のとおりとする。 

 

（準備・練習利用） 

第１0条 ホール料金表に定める準備・練習利用は、本施設において本番を行う場合に限る。 

２ 前項に基づく利用は、本番利用の 1 ヶ月以内の利用に限り適用する。 

 

（利用料金） 

第１１条 使用者は利用料金について、窓口による現金納付または指定管理者が定める期日までに指

定口座に振り込まなければならない。 

２ 指定口座に振り込む場合の手数料については、使用者の負担とする。 

 

（使用許可の変更） 

第１２条 使用許可を受けた内容を変更しようとするもののうち、使用日又は使用時間（ホール・多目的

室・エントランスロビー兼ギャラリーその他の共用スペースを除く）の変更に係るものは、次の各号に

掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日を期日とし、やむを得ない場合に限り１回のみ行うこ

とができる。 

(1) ホール 変更前の使用許可において使用の開始とされていた日（以下「使用開始日」という。）の

６カ月前の日 

(2) ホール以外の施設 使用開始日の７日前の日 

２ 規則別表第１第１号により使用許可を受けた施設が、前項の規定による変更の申請を行う場合は、

使用許可を受けた全ての施設において同一の使用日又は使用時間（ホール・多目的室・エントラン

スロビー兼ギャラリーその他の共用スペースにおいては使用区分）に変更しなければならない。 

 

（使用中止の届出） 

第１３条 規則第７条に基づき使用中止の届出を行おうとするものは、使用許可取消申請書を指定管理

者に提出しなければならない。 

 

（施設利用にかかる事前打合せ） 

第１４条 使用者はホールおよび多目的室の使用にあたって、原則使用日の１ヶ月前までに使用内容に

ついて指定管理者と事前に打合せしなければならない。 

 

（特別な設備） 

第１５条 規則第 12 条に基づく申請をしようとする者は、使用日の 3 か月前までに内部設備設置（変

更）申請書を指定管理者に提出し許可を得なければならない。 
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（物品販売等の許可等） 

第１６条 使用者は、物品の販売をしようとするときは、物品販売申請書を指定管理者に提出し、許可を

受けなければならない。 

２ 使用者は、次に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者に申し出、承諾を受けなければならない。 

(1) 寄附の勧誘 

(2) 広告物の掲示 

３ 使用者は、本条第１項および第２項に掲げる行為を、指定管理者が指定する場所以外で行ってはな

らない。 

 

（エントランスロビー兼ギャラリーその他の共用スペースの使用） 

第１７条 エントランスロビー兼ギャラリーその他の共用スペースについて、使用可能な範囲を別紙アのと

おり定める。 

２ 前項の施設の使用においては、次に掲げる利用を禁止する。 

(1) 楽器の演奏等、音を発生させる利用 

(2) 飲食を伴う利用 

(3) 物品の販売を伴う利用 

(4) 他の施設を使用する際の荷物置き場としての利用 

(5) 条例第 5条（使用許可の制限）に該当する利用 

 

（取材・撮影許可） 

第１８条 施設の利用者を取材しようとする者は、指定管理者に取材申請書を提出しなければならない。 

２ 文化創造館を撮影しようとする者は、市の許可を得なければならない。 

 

（職員の立入り） 

第１９条 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、職員を使用者が現に使用している施設に立ち入

らせることができる。 

 

（原状回復・損害賠償） 

第２０条 条例第 13条および第 14条に基づき、使用者の責により文化創造館の建物、設備、器具等を

損傷し、汚損し、または滅失したときは、使用者は原状回復にかかる全額を負担しなければならない。 

２ 建物、設備、器具等の損傷・汚損または滅失したときにかかる原状回復にあたっては、指定管理者の

責任において実施するものとする。 

 

（災害時の対応） 

第２１条 非常災害時における施設使用に関する取り扱いについては、別表２のとおりとする。 

 

（その他料金） 

第２２条 指定管理者が提供するサービス等についての料金は別表に定めるものとし、変更にあたっては

別表の追加・削除等を行う。 
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２ 使用者は、前項の規定にかかる事項について、指定管理者以外の事業者等に依頼することができる。 

３ 舞台臨時人員及びピアノ調律について前項の依頼を行う場合は、指定管理者が指定する事業者等 

による立会いを要し、その費用については使用者の負担とする。 

 

附 則 

この利用細則は、条例の施行の日から施行する。 

 

附 則 

この利用細則は、令和６年４月１日より施行する。 

 

附 則 

この利用細則は、令和６年７月１日より施行する。 

 

附 則 

この利用細則は、令和 7年 4月１日より施行する。 

 

 



非営利、営利に該当するご利用団体様・ご利用者様

【非営利】

例

1 官公庁・公社・団体 地方公共団体、国公立学校、国公立病院、警察署、消防署、税務署、等

2 学校法人（私立） 私立学校（幼稚園から大学院まで）の設置を目的として設立される法人

3 公益法人・社団法人・財団法人 商工会議所、日本観光振興協会、交通安全協会、青年会議所、等

4 医療法人 医療法人の名がつく医療施設、介護老人保健施設

5 社会福祉法人
社会福祉事業を行うことを目的として設立、認可された法人。
老人ホーム、デイサービスの会社、等

6 ＮＰＯ法人・ＮＧＯ 特定非営利活動法人(NPO法人)、非政府組織（ＮＧＯ）

7 社会奉仕団体 ライオンズクラブ、ロータリークラブ、等

8 宗教法人 宗教法人として認可されていること

9 事業組合（農業、漁協等） 消費生活協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、信用協同組合、労働組合、等

10
士業・専門職の集まりで対外的な活動
を行う団体

弁護士会、税理士会、等

11 政党 政党として届出がされていること

12 市民団体
A）社会教育関係団体、公益的な市民活動に取り組んでいるボランティア・市民活動団体
（東大阪市スクラムは～と登録団体、等）
B）生徒・会員からなる実行委員会や有志の会、等。名簿、規定の提出要。

13
個人、一般の方
（※確定申告を行う必要がない活動）

個人、自主学習グループ、等
（音楽教室、ダンススクール、学習塾、等レッスン料や受講料を徴収している場合は、営利
目的利用となります。）

【注】非営利に該当する個人及び団体においても、商品の広告、宣伝、販売、勧誘その他これに類する目的として使用する場合は、

         営利利用となります。

【営利】（商業・営業での利用）

例

1 事業 株式会社、合名会社、合同会社、合資会社、有限会社、特別目的会社、等

2 個人事業主
（※確定申告を行う必要がある活動）
教室、私塾、施術業、法律系事務所、建築系事務所、芸術関係、商店、美容関係、
コンサルタント、インターネットショップ、ネットワークビジネス、等

*3 スクール、教室、塾など ダンススクール、語学、学習塾、お稽古事、ピアノ教室、カラオケ教室、等

4 士業事務所（税理士、弁護士等） 弁護士、公認会計士、税理士、計理士、弁理士、司法書士、行政書士、等

*3 教室運営の方は、営利になります。

ご利用団体・ご利用者

ご利用団体・ご利用者

別表 1( 第 9条関係）



2023年 6月 30日更新 

 

【 非常災害時の施設使用に関する取扱いについて 】 

 

東大阪市域に大規模な地震が発生した場合または気象警報が発令された場合、原則とし

て以下の取り扱いとさせていただきます、予めご了承ください。 

 

① 大規模な地震（震度 5弱以上）が発生した場合 

施設内の安全確認が終わるまでの期間は、臨時休館 

※受付窓口業務は行いません。 

 

② 東大阪市域に「特別警報」または台風の接近等による「暴風警報」が発令された場合 

7 時の時点で発令・・・  9 時から 13 時まで臨時休館 

11 時の時点で発令・・・13 時から 18 時まで臨時休館 

16 時の時点で発令・・・18 時から 22 時まで臨時休館 

※受付窓口業務は行いません。 

※ただし、大ホール、小ホール、多目的室のご利用に関しましては、主催者様のご意向を確認

させていただき取り扱いを決定いたしますが、来場者様および参加者様の安全には十分にご留

意ください。 

 

お客様のご利用状況や安全上の理由から、上記①②の対応にならない場合もございます。

予めご承知おきください。 

 

 

 

◎大規模な地震、警報発令による利用料金の取扱いについて 

上記①②の理由により、施設の使用を中止した場合は、利用料金を還付します。 

また、施設使用中に警報の発表があり中止した場合や、大規模な地震等が発生したことによっ

て中止した場合においても、利用料金は還付します。 

ただし、大ホール、小ホール、多目的室を引き続き使用された場合、利用料金は還付いたしま

せん。 

 

◎利用料金還付（返金）の対象について 

既払い分の施設利用料金および附属設備利用料金のみとなります。発注物（看板、その他消耗

品等）がある際は、使用の有無に関わらず還付しない場合がございます。 

別表 2( 第 21 条関係）



別表 3別表 3( 第 22 条第 1項関係）



別表 3別表 4( 第 22 条第 1項関係）
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1 階ロビースペース及び 2 階エレベーター前スペース 見取り図

別表 3別紙ア (第 17 条第 1項関係）


